
ＳＪＦ学会　休会届

氏名

所属支部

会員番号

休会期間
　　　　　年４月１日～　　　　　　年３月３１日

休会理由

※ 休会は各支部にて、申請手続きを行う。各支部長は本部へ報告する。

休会期間は１年単位（４月１日～翌年３月３１日）である。

休会申請受付は、当年４月末日までとする。

１年後に、休会継続申請が無い場合は、復会扱いとなる。復会後、２年年会費を滞納した場合、退会となる。

休会中の学術大会等の参加は非会員扱いとなる。

休会中の年会費は免除される。


